
無料プログラム好評配布中 

年次有給休暇の付与管理プログラムです。 

入社日から有給休暇の付与月日、付与日数の示

すと共に、有給休暇申請簿（管理票）を簡単に印

刷できるプログラムです。エクセルのマクロを用

いて開発しています。 

興味のある方はメールでご連絡ください。 

社会保険労務士 丸山事務所 
〒330-0852 

埼玉県さいたま市大宮区大成町 １－５１５ 

所長 ：丸山 峰雄（特定社会保険労務士） 

Tel・Fax : 048-637-4387 

e-Mail  : info@office-maruyama.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : http://www.office-maruyama.jp 

労働基準法と労使協定
労使協定と言うと「時間外労働、休日労働に関

する協定」いわゆる３６協定が有名ですが、その

他にも種々の労使協定があります。今回は、労使

協定の効果および種類について整理してみます。 

 労働基準法で規定する労使協定  

労働基準法は全国の業種、業態に原則として一

律の規制を課しています。ところが業種、業態が

違えば、それぞれ特有の事情があって、労働基準

法の規制にそぐわない面が出てきます。例えば、

一日８時間、一週間４０時間を超えて労働させる

ことは労働基準法違反となり、この規定に違反す

ると「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」

に処せられます。しかし事業を円滑に進めるため

には、どうしてもこの規定に違反しなくてはなら

ないときがあります。このため、違反しても例外

的に処罰されないように労使協定の規定がありま

す。つまり、労使協定には処罰を受けないための

効果、すなわち免罰効果があるとされています。 

 労使協定の種類  

労働基準法では、種々の労使協定を規定してい

ます。このうち、結果的に社員に大きな負担を強

いる労使協定は労働基準監督署に協定届を提出す

る必要があります。３６協定をはじめ、一年単位

の変形時間労働制関する労使協定、社内貯金に関

する労使協定などが届出の対象です。これに対し

て、届出を必要としない労使協定もあります。賃

金控除に関する労使協定や一斉休憩に関する労使

協定などは締結だけが求められています。 

 労使協定の有効要件  

労使協定の中には、労働基準監督署に届出する

ことが有効要件とされているものがあります。そ

の一つが、先の３６協定です。届出が遅れると、

「本件届は届出年月日前については無効です」旨

の赤いゴム印を押されます。一日遅れただけで押

されたり、一ヶ月遅れても押されなかったりとゴ

ム印を押す基準はまちまちです。概して埼玉県内

では、さいたま署が厳しい傾向にあります。ゴム

印の有無に関わらず、有効性は届出日以降に変わ

りがありませんので、厳しすぎると憤慨すること

は無意味です。 

社員側の締結者が「労働者過半数代表者」の要

件を充たしていることが、その他の有効要件です。

時間外労働をしても残業手当の付かない者は、管

理監督者として処遇している訳ですから、社員の

代表にはなれません。また、会社が指名した者や、

社員の過半数の支持が取れていない者も社員の代

表者となり得ません。その様な者と締結した労使

協定は有効ではないので、当然に免罰効果があり

ません。 

 他の法律による労使協定  

育児・介護休業法や高年齢者雇用安定法でも労

使協定を規定しています。これらの法律は刑罰法

規でないので罰則規定がありません。労使協定の

効果は免罰効果ではありません。労使協定の内容

により会社の義務が免除される効果があります。 

労使協定も規定している法律により、その効果

が違ってきます。この辺も考慮して適切な労使協

定を締結することにします。なお、締結した労使

協定の内容は見やすい場所に掲示するなどして、

必ず社員に周知することが必要です。

労働トラブルの未然防止に力を入れている 

社会保険労務士

 丸山事務所 通信

２０１３年６月（第４９号）

 本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂い

た会社へお送りしております。不要の方はお手

数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連

絡下さいますようお願い申し上げます。 


